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１．本手引きについて

近年、エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策への関心の高まりから、再生可能エ

ネルギーの導入促進が図られており、特に、小水力発電はクリーンかつ再生可能なエネ

ルギーであり、大規模な投資が不要であるため、今後更なる普及が期待されるところで

す。

国土交通省では、小水力発電の導入促進を図るため、小水力発電に関する水利使用許

可申請書類の一部省略、都道府県知事等への許可権限の移譲及び小水力発電プロジェク

ト形成支援窓口の設置など、水利使用手続の簡素化・円滑化等を進めてまいりました。

さらに平成25年12月より、従属発電について、許可制に代えて新たに登録制を導入した

ところです。

本手引きでは、小水力発電の設置を検討されている方の参考となるよう水利使用手続

等に関して簡素化された内容を掲載するとともに、農業用水を利用した従属発電を始め

様々な小水力発電の設置事例を紹介しており、どのような地点又は形態で小水力発電が

行われ、河川法の許可等の取得に当たりどのような点がポイントとなるかなど、事例ご

とに説明しております。Ver.３では、これまで掲載されていなかった慣行水利権を利用

した従属発電の事例などを追加掲載し、本手引きの充実化を図りました。

このほか、水利使用手続等に関して不明な場合に直接お問い合わせいただけるよう、

全国の河川事務所等の連絡先を掲載しておりますので、必要に応じ、設置予定場所の河

川を管理する河川事務所等にお問い合わせ下さい。

再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、小水力発電は今後、更なる普及と事

業の多様化が見込まれるところです。本手引きが小水力発電の導入を検討されている

方々の参考となり、その促進に繋がって行くことを期待します。

平成２8年２月

国土交通省 水管理・国土保全局
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通常の水力発電は、取水口から放水口まで
河川の流量が減少する区間（減水区間）が発
生します。

通常の水力発電 従属発電

従属発電 農業用水路

従属発電は、既に水利使用
の許可を受けて取水している
農業用水等やダム等から一
定の場合に放流される流水
を利用するもので、新たに減
水区間が発生しません。



２．小水力発電の水利使用手続の簡素化・円滑化

（１）従属発電について登録制を導入（平成25年12月）

小水力発電の導入を促進するため、第183回国会で河川法が改正され、従属発

電について許可制に代えて登録制が導入されました。（河川法改正）

登録制の導入により、手続の簡素化・円滑化が図られるとともに、水利権取得

までの標準処理期間が大幅に短縮されます。
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登録

取水口

水田

農業用水（従属元）従属発電

○審査要件の明確化（一定の要件を満たせば登録）

○関係行政機関との協議や関係利水者の同意を不要に

※従属元の同意は必要

七ヶ用水発電所
（石川県・手取川水系手取川）

許可

ダム

従属発電

＜従属発電の設置事例＞

・水利使用手続の簡素化・円滑化
・水利権取得までの標準処理期間の大幅短縮
（５ヶ月→１ヶ月）

※ 河川区域内の土地の占用、工作物の設置等の許可申請が伴う場合は３ヶ月

堰

法改正により
登録制へ
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① 既に許可を受けた農業用水等を利用して行う発電

（慣行水利権の流水を利用した従属発電についても、期別の取水量が明確で

あり、従属関係が確認できる場合は、登録制の対象となる。）

② ダム又は堰から次の場合に放流される流水を利用して行う発電

（魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。）

・河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき

・洪水調節容量を確保するために必要なとき

・許可を受けた水利使用（発電以外のためにするものに限る。）のために

必要なとき

※ 申請に必要な書類の作成方法については、P9に掲載しております「小水力発電を行

うための水利使用の登録申請ガイドブック」をご参照下さい。

（２）小水力発電のプロジェクト形成の支援

お近くの小水力発電プロジェクト形成
支援窓口（地方整備局、河川事務所）等
にお問い合わせください。問い合わせ先
は本手引きP41～47又は国土交通省HP
に掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/river/riyou/
syosuiryoku/index.html

小水力発電に関する問い合わせ

登録 許可

小水力発電事業者

小水力発電プロジェクト
形成支援窓口

都道府県

地方整備局・事務所

相
談 支

援

情
報
共
有

情
報
共
有

河川法の申請手続の相
談や河川管理者が調査
したデータの提供など、
地域の実情を踏まえた
支援を実施

市町村

地方整備局等及び河川事務所に

窓口を設置し、小水力発電のプロ

ジェクト形成を積極的に支援して

います。

登録制の対象となる従属発電



（３）小水力発電に係る許可手続の簡素化（平成25年4月）

小水力発電(1,000kW未満)のためにする水利使用について、水利使用区分を見

直しました。（河川法施行令改正）

これにより、小水力発電については、関係行政機関との協議等を不要とし、一

級河川指定区間では、国土交通大臣から都道府県知事等に対し許可権限を移譲し

ました。

許可

4

＜一級河川指定区間＞

（注１）従属発電に係る水利使用区分については、出力の規模によらず、従属元の水利使用区分に従うため、登録
権者は従属元の許可権者となる。

ただし、 （１）河川の流水の正常な機能を維持するために又は洪水調節容量を確保するために必要なと
きにダム等から放流される流水のみを利用した発電の登録権者は、当該発電を行う河川を
管理する者である。

一級河川直轄区間：国交大臣 一級河川指定区間及び二級河川：知事又は政令市長
なお、ダム等から放流される流水に、許可を受けた水利使用の流水が混在する場合は、

当該許可水利使用の区分に従う。
（２）慣行水利権の流水を利用した発電の登録権者は、慣行水利権の届出書の提出先である。

一級河川直轄区間：国交大臣 一級河川指定区間及び二級河川：知事又は政令市長
（注２）一級河川指定区間において、政令市長が準特定水利使用の許可を行う場合は、都道府県知事への意見

聴取が必要。
（注３）一級河川直轄区間では国土交通大臣が、二級河川では都道府県知事等が、出力の規模によらず、許可

権者となる。



5

（４）慣行水利権に係る小水力発電の水利使用手続の簡素化

○ 慣行水利権と従属関係が確認できる場合における小水力発電の
ための水利使用手続の簡素化について

登録

登録制は、従属元水利使用の許可の審査において下流の利水者や河川環境への影響に
ついて既に確認していることから、手続を簡素化するものですが、慣行水利権に係る小
水力発電についても、期別の取水量が明確であり、従属関係が確認できるものについて
は、登録制の対象となります。

慣行水利権に係る小水力発電の登録申請においては、慣行水利権に基づく取水量等を
把握した上でその従属関係を確認する必要があることから、慣行水利権に基づく取水量
等の調査方法について、次のとおり簡素化しています。

① 慣行水利権に基づく取水量について
①－１ 計測地点について

慣行水利権の取水地点とします。なお、慣行水利権の取水地点における取水量と
と同量であることが確認できる他の地点でも可能です。

①－２ 計測期間について
１０年間の取水量データは必ずしも必要でなく、①－１の地点において、少なく

とも１年間計測することで足ります。

①－３ 計測頻度
日毎の計測は必ずしも必要でなく、少なくとも半旬毎（５日に１回）に計測する

ことで足ります。なお、系統連系をせず、地域における環境学習等を目的とした従
属発電を行う場合においては、月毎（１月に１回）とすることができます。

①－４ 取水量データ
慣行水利権の取水地点における取水量と同量であることが確認できる他の地点が

ある場合は、その地点の実測流量を慣行水利権に基づく取水地点の取水量とみなす
ことができます。

従属発電の発電地点において流量計測を行う場合は、発電地点と慣行水利権に基
づく取水地点との受益面積比、あるいは同時流量計測による換算率等により、慣行
水利権に基づく取水量を推定することができます。

②登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間について
原則、取水量の計測期間と同期間となります。（最長１０年）
なお、登録後において引き続き慣行水利権に基づく取水量を計測している場合は、

次回の登録申請にあたり、原則、当初の存続期間に新たな計測期間を合算した期間が
存続期間となります。（ただし、計測期間より従属元の同意の期限が短い場合はその
期限まで。）

③届出書に記載の取水量・取水期間の取扱いについて
慣行水利権に基づく取水期間及び取水量が河川管理者への届出の範囲内である場合

は、従属発電に係る水利使用の取水期間及び取水量について、その届出の範囲内にお
いて認められます。

なお、届出に取水期間又は取水量の記載がない場合においては、水利使用の登録の
申請時に、慣行水利権に基づく取水地点の上下流・左右岸等の関係水利使用者に対す
る聞き取り調査等を河川管理者が行うことにより、計測又は推定した慣行水利権に基
づく取水期間又は取水量が適正であることを確認されれば、その範囲内において、従
属発電に係る水利使用の取水期間又は取水量が認められます。

④発電開始後の取水量報告について
従属発電のための水利使用に係る取水量報告について、発電出力からの換算により

取水量を推定することができます。
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○ 慣行水利権と従属関係が確認できない場合における小水力
発電のための水利使用許可手続の簡素化について 許可

慣行水利権の権利内容が不明確であり、従属関係が確認できない場合は、登録制の対
象とならず、小水力発電に係る新規の水利使用許可が必要ですが、その許可手続につい
て、次のとおり簡素化しています。

①河川の流量について
①－１ 計測地点について

河川からの取水地点とします。

①－２ 計測期間について
１０年間の河川流量データは必ずしも必要でなく、①－１の地点において、少なく

とも１年間、河川の流量を計測することで足ります。

①－３ 河川流量のデータについて
取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データの調査結果を添付書

類として活用できます。

取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合であって
も、取水地点を含む流域と地形、地質、降雨量等が類似している近傍の流域（流域が
重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをもとに水利使用状況から自
然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川流量データを根拠とすることが
できます。

②許可期間について
原則、河川流量の計測期間と同期間となります。（最長１０年）
なお、許可後において引き続き河川流量を計測している場合は、次回の許可申請に

あたり、原則、当初の許可期間に新たな計測期間を合算した許可期間となります。

③河川環境調査について
取水地点付近において河川管理者等が調査した河川環境データの調査結果を添付書

類として活用できます。

発電に伴う減水区間において、既に河川維持流量が設定され、既存の河川環境資料
がある場合、新たな河川環境調査は省略できます。

動植物に係る環境調査は、文献調査又は聞き取り調査で代表種を選定することがで
きます。

④取水施設の構造図等について
河川法第２４条及び第２６条第１項の許可を受けた取水施設等を改築せずそのまま

活用する場合は、取水施設等の構造図等の添付は省略できます。

○慣行水利権と従属関係が確認できる場合における小水力発電の登録申請に
ついては、「小水力発電を行うための水利使用の登録申請ガイドブック」
をご参照ください。



（５）その他の手続の簡素化等について

その他、以下のような簡素化措置を行っています。

※減水区間が生じない水力発電の設置例

・既設の堰等から放流される流水を利用して発電する水利使用で、減水区間
が生じないもの

① 減水区間が生じない水力発電等のための水利使用について、河川維持流量の設定及び
関係河川使用者の取水量の状況に関する図書の添付を省略できます。

砂防えん堤

砂防えん堤

砂防えん堤

連続した砂防えん堤本
堤が設置されているため、
その区間で魚類等の遡
上等が想定されない。

砂防えん堤本堤及び副

堤が設置されているため、

その区間で魚類等の遡

上等が想定されない。

砂防えん堤

副堤

〈ケース１〉 〈ケース２〉

・連続して設置される既設の砂防えん堤等から流下する河川の流水を利用して
発電する水利使用で、減水区間において、魚類等の遡上等が想定されないもの

7

○水力発電の水利使用許可申請について 許可
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② 設備容量に余裕のある水力発電において最大取水量や最大使用水量を変更する場合に
ついて、河川環境や河川使用者への影響に変更がない場合、申請の際に必要な添付資
料は変更に関する事項を記載したもので足ります。

③ 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データ又は河川環境デー
タが存在する場合には、その調査結果を添付書類として活用できます。

④ 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合であっ
ても、取水予定地点を含む流域と地形、地質、降雨量等が類似している近傍の流域
（流域が重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをもとに水利使用状
況から自然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川流量データを根拠とす
ることができます。

⑤ 発電に伴う減水区間において、既に河川維持流量が設定され、既存の河川環境に係る
資料が存在する場合には、動植物、景観等の新たな河川環境調査は省略できます。

⑥ 動植物に係る調査について、文献調査又は聞き取り調査で代表種を選定することができ
ます。

⑦ 休止していた小水力発電を再開する場合について、河川流況、取水環境等を踏まえた
上で、動植物や景観等の新たな河川環境調査は省略できます。

⑧ 既許可の取水施設等を改築せずそのまま活用する場合においては、取水施設等の構造
図等の添付は不要となります。

（６）データの提供について

国土交通省ＨＰにおいて、水力発電のご検討の際又は水利使用手続の申請書類等を

作成する際に参考となる以下のデータを提供しています。

・「水文水質データベース」

・「ダム諸量データベース」

・「河川環境データベース（河川水辺の国勢調査）」

http://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/index.html

また、小水力発電事業者に対して地方整備局等が提供可能なデータ等を情報提供し

ますので、「４．小水力発電に関するお問い合わせ先」にご相談下さい。

許可

⑨ 従属発電のための水利使用に係る取水量報告について、発電出力からの換算により取
水量を推定することができます。また、従属元水利使用者が取水量報告を行っており、
その従属元水利使用の取水量と同量の取水量で発電している場合は、従属元の取水量と
同量の取水量である旨を取水量報告とするなど、計測以外の簡便な方法でできます。

○従属発電の取水量報告について 登録



水力発電水利審査マニュアル（案）

この資料は下記のアドレスに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/suirisinsa/pdf/manual.pdf

既設砂防堰堤を活用した小水力発電
ガイドライン（案）

この資料は下記のアドレスに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/seisaku/sabo_shosui.pdf

（７）小水力発電を検討する際の参考となる資料

本手引きを含め、参考資料は国土交通省ホームページに掲載しています。

小水力発電を行うための水利使用の登録申請
ガイドブック

小水力発電を河川区域に設置する場合の
ガイドブック（案）

小水力発電の普及促進への取組
～小水力発電に係る水利使用手続の

簡素化・円滑化について～

これらの資料は下記のアドレスに掲載しています（本手引きを含む）。
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/index.html
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※ 従属発電を行う際に必要な手続や申請書の作成方法等を紹介。

※ 河川区域内に小水力発電施設を設置する上で設計上遵守すべき
事項と設計時のアドバイスを紹介。

※ 水利使用手続の簡素化・円滑化に関するパンフレット。

※ 砂防堰堤を活用した小水力発電の設置事例や実施にあたって
必要な手続を紹介。

※ 水力発電の水利使用許可審査のポイントを紹介。



①農業用水路に発電
施設を設置した例
(P11～23)

小水力発電は、様々な箇所において、多様な形態の発電施設が設置されてい

ます。本手引きでは、事例ごとに、実際に設置されている発電施設の使用水量

や有効落差等のデータとともに、河川法の許可等の取得に関するポイントも併

せて記載していますので、参考にして下さい。

②農業用水路から分岐
した水路に発電施設
を設置した例
(P24)

３．小水力発電の設置事例

取水口

水田

10

（１）農業用水路を利用した事例

まず最初に、農業用水路を利用した小水力発電の事例を紹介します。



■諸元
河川名 那珂川水系那珂川
有効落差 2.0m
最大使用水量 2.4m3/s
最大出力 30kW

(両発電所4機、計120kW)
水車の種類 立軸カプラン
発電機の種類 誘導発電機
※ 発電機4機の諸元は全て同じ

百村第一・第二発電所（事業者：那須野ヶ原土地改良区連合）

栃木県那須塩原市・関東地方整備局常陸河川国道事務所管内

既存の農業用水路の落差を利用

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

発電機の
写真

百村第一
発電所

百村第二
発電所

板室ダム

那
珂
川

① 農業用水路に発電施設を設置した例
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■ポイント
・那須野原開拓建設事業（国営事業）農業

用水取水量の範囲内で発電を行う従属発
電。

・既存農業用水路の落差があるところに、
発電施設を直接取り付けたもの。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・２つの発電所（うち、第二発電所は発電
機を3機設置）について、一本にまとめて
申請がなされた。

那須野原開拓建設事業の農業用水路の落差を利用した発電。那須野ヶ原土地改良区
連合により運用・管理される。発生電力は一旦電力会社に送電され、同社の送・配
電線を利用して各土地改良区へ供給されている。

発電機

▲

も む ら

↓

↓

←

↓

登録



宮野用水支線マイクロ水力発電所
（事業者：黒部川左岸土地改良区）

富山県黒部市・北陸地方整備局黒部河川事務所管内

既存の農業用水路の落差を利用

■ポイント
・慣行水利権の届出がなされているかんが

い用水の範囲内で発電を行う従属発電。
・慣行水利権の届出内容により、その範囲

内の従属発電であることを確認。
・発電のために新たに河川から取水するも

のではない。
・従属発電のため、申請時に添付する書類

が簡素化。

黒部川左岸土地改良区の農業用水路の落差を利用した発電。発生電力は、関連施設
の夜間ライトアップを行い、地球温暖化緩和への意識啓発に寄与。

■諸元
河川名 黒部川水系黒部川
有効落差 0.90m
最大使用水量 0.20m3/s
最大出力 1.0kW
水車の種類 上掛水車
発電機の種類 三相交流同期発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

黒
部
川

↓

宇奈月ダム

登録

12

み や の よ う す い し せ ん

←

←
←

★① 農業用水路に発電施設を設置した例



伊太発電所（事業者：農林水産大臣）

静岡県島田市・中部地方整備局静岡河川事務所管内

大井川用水の農業用水路の落差を利用した発電で、用水路の改修にあわせて発電施
設を設置。発生電力は電力会社に売電し、農業水利施設の維持管理費の低減を図っ
ている。

■諸元
河川名 大井川水系伊久美川
有効落差 7.17m
最大使用水量 17.0m3/s
最大出力 893kW
水車の種類 プロペラ水車
発電機の種類 横軸回転界磁

三相同期発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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伊久美川

大
井
川

発電機

▲

■ポイント
・既に水利権の許可を得た大井川用水の農

業用水取水量の範囲内で発電を行う従属
発電。

・既存の用水路を改修し、水位差を設ける
ことでプロペラ水車による発電を行う。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

い た

↓
←

←

↓

↓

→

既存の農業用水路の落差を利用

↑

登録① 農業用水路に発電施設を設置した例



幸野溝発電所（事業者：幸野溝土地改良区）

熊本県球磨郡湯前町・九州地方整備局八代河川国道事務所管内

■ポイント
・既に水利権の許可を得た幸野溝の農業用

水取水量の範囲内で発電を行う従属発電。
・受益地への水路の途中で発電施設に送り、

発電後は受益地へ。
・発電のために新たに河川から取水するも

のではない。
・従属発電のため、申請時に添付する書類

が簡素化。

■諸元
河川名 球磨川水系球磨川
有効落差 10.0m
最大使用水量 0.105m3/s
最大出力 6.7kW
水車の種類 プロペラ水車
発電機の種類 永久磁石形

三相同期発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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球
磨
川

幸野ダム

発電機▲

幸野溝土地改良区の農業用水路の落差を利用した発電。発生電力は、電力会社に売
電し、農業水利施設の維持管理費の低減を図っている。

こ う の み ぞ

↓

↓

→

既存の農業用水路の落差を利用

登録① 農業用水路に発電施設を設置した例



川崎町北原発電所（事業者：川崎町長）

宮城県柴田郡川崎町・宮城県大河原土木事務所管内

■ポイント
・慣行水利権の届出がなされているかんが

い用水の範囲内で発電を行う従属発電。
・慣行水利権の届出には取水量の記載はな

いが、水路断面状況、流量観測、関係利
水者への確認等により従属発電であるこ
とを確認。

・既存用水路に水車を設け、発電後は水路
へ還元。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

■諸元
河川名 名取川水系北川
有効落差 ０.３４m
最大使用水量 ０.５５m3/s
最大出力 ０．２７kW
水車の種類 木製，下掛け水車
発電機の種類 水車発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

北
川

蟹沢水利組合の農業用水路の落差を利用した発電。発生電力は水車近くの街灯の電源と
して利用し，水車のライトアップに加えて周辺施設利用者の夜間における安全性向上に
寄与している。

頭首工

登録

既存の農業用水路の落差を利用
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かわさきまちきたはら

←

←

★① 農業用水路に発電施設を設置した例



朝穂堰浅尾発電所（事業者：山梨県公営企業管理者）

山梨県北杜市明野町・山梨県中北建設事務所峡北支所管内

■ポイント
・慣行水利権の届出がなされているかんがい用

水等の範囲内で発電を行う従属発電。
・慣行水利権の届出には取水期間の記載はない

が、流量観測、取水量データ、関係利水者へ
の確認を元に従属発電であることを確認。

・発電のために新たに河川から取水するもので
はない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類が簡
素化。

朝穂堰土地改良区の農業用水路の落差を利用した発電。山梨県の施策である「やま
なし小水力ファスト１０」に基づき建設された再生可能エネルギーの活用推進に寄
与。発生電力は売電し、一部を維持管理費に充当。

■諸元
河川名 富士川水系塩川
有効落差 ２．１３m
最大使用水量 ０．９５m3/s
最大出力 １２kW
水車の種類 堅軸スクリュー水車
発電機の種類 永久磁石同期発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

塩

川

→

発電設備

▲

登録

既存の農業用水路の落差を利用
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あ さ ほ せ ぎ あ さ お

←

←

←

←

★① 農業用水路に発電施設を設置した例



■ポイント
・既に水利権の許可を得た常西用水の農業

用水取水量の範囲内で発電を行う従属発
電。

・既存農業用水路に分水施設を設け農業用
水の一部を発電施設に送り、発電後は水
路へ還元。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

■諸元
（常西公園小水力発電所）

河川名 常願寺川水系
常願寺川

有効落差 2.00m
最大使用水量 0.8m3/s
最大出力 9.9kW
水車の種類 開放型下掛式
発電機の種類 永久磁石式

同期発電機

■諸元
（東町・東新町公民館小水力発電所）

河川名 常願寺川水系
常願寺川

有効落差 4.48m
最大使用水量 2.5m3/s
最大出力 88kW
水車の種類 S型チューブラ水車
発電機の種類 かご型三相誘導発電機

▲ 取水施設

▲ 取水施設

発電所建屋▶

水車

▲

17

概
要
図

▲

横江頭首工

・常西公園小水力発電所（事業者：富山市）

・東町・東新町公民館小水力発電所（事業者：富山市）
富山県富山市・北陸地方整備局富山河川国道事務所管内

常西用水土地改良区の農業用水路の落差を利用して発電。発生電力は、夜間のライ
トアップ用の照明や地域の防犯灯に利用している。余剰電力は売電し、維持管理費
に充当。

常西公園小水力
発電所

東町・東新町公民館
小水力発電所

常
願
寺
川

発電用水の経路

↓

↓

既存の農業用水路から発電用水を取水
じょうさい

ひがしまち・ひがししんまち

→

→

登録① 農業用水路に発電施設を設置した例



砺波東部小学校水力発電所（事業者：砺波市）

富山県砺波市・北陸地方整備局富山河川国道事務所管内

既存の農業用水路から発電用水を取水

■ポイント
・既に水利権の許可を得た庄川合口用水の

農業用水取水量の範囲内で発電を行う従
属発電。

・既存農業用水路に分水施設を設け農業用
水の一部を発電施設に送り、発電後は水
路へ還元。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

庄川合口用水の農業用水路の落差を利用した発電。地域発祥のらせん水車に発電機
を設置。発生電力は、小学校における実証実験によりＬＥＤランプの電力として使
用し、再生可能エネルギーの啓発活動に寄与。

■諸元
河川名 庄川水系庄川
有効落差 0.30m
最大使用水量 0.160m3/s
最大出力 0.01kW
水車の種類 らせん水車
発電機の種類 単相交流発電機

（2.6W×4）

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

庄
川

庄川合口ダム

発電機写
真

発電機▶

◀使用状況

と な み
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登録 ★① 農業用水路に発電施設を設置した例



■諸元
河川名 手取川水系手取川
有効落差 5.45m
最大使用水量 15.0m3/s
最大出力 630kW
水車の種類 S型チューブラ水車
発電機の種類 横軸三相交流同期

発電機

七ヶ用水発電所（事業者：手取川七ヶ用水土地改良区）

石川県能美郡川北町・北陸地方整備局金沢河川国道事務所管内

■ポイント
・既に水利権の許可を得た七ヶ用水の農業

用水取水量の範囲内で発電を行う従属発
電。

・既存農業用水路に分水施設を設け農業用
水の一部を発電施設に送り、発電後は水
路へ還元。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

発電機写
真

白山頭首工

発電機▲

手
取
川

手取川七ヶ用水土地改良区の農業用水路の落差を利用した発電。発生電力は、農業
水利施設の電力として使用し、維持管理費の低減を図っている。余剰電力は売電し、
維持管理費に充当。
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し ち か

↓

↓

←

既存の農業用水路から発電用水を取水

登録① 農業用水路に発電施設を設置した例



岩下地区小水力発電所（事業者：綾町）

宮崎県東諸県郡綾町・九州地方整備局宮崎河川国道事務所管内

農業公園の水路を利用して発電機を設置した発電。トイレの照明と浄化槽に使用
し、“エコ”な取組みをＰＲし、「自然生態系を活かし育てる町」を目指す綾町の活
性化に寄与。

■諸元
河川名 大淀川水系綾北川
有効落差 0.65m
最大使用水量 0.546m3/s
最大出力 1.22kW
水車の種類 横軸胸掛式

クロスフロー水車
発電機の種類 永久磁石式同期

発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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綾
北
川

浦ノ田
頭首工

水車・発電機

▲

■ポイント
・既に水利権の許可を得た浦ノ田頭首工の

農業用水取水量の範囲内で発電を行う従
属発電。

・農業水路が通過する農業公園内で新設し
た水路から発電施設に送り、発電後は再
び水路へ。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

いわした

↓

←

既存の農業用水路から発電用水を取水

登録① 農業用水路に発電施設を設置した例



宮ヶ瀬発電所（事業者：竹田市土地改良区宮ヶ瀬工区）

大分県竹田市・大分県竹田土木事務所管内

既存の農業用水路から発電用水を取水

■ポイント
・慣行水利権の届出がなされているかんがい用水

の範囲内で発電を行う従属発電。
・慣行水利権の届出内容により、その範囲内の従

属発電であることを確認。
・発電のため、新たに発電用水路を新設してか

んがい用水を取水し、発電後に水田に送水。
・発電のために新たに河川から取水するもので

はない。
・従属のため、申請時に添付する書類が簡素化。

竹田市土地改良区の農業水路にバイパス水路を新設し、その落差を利用した発電。発生電力
は売電し、水路の維持管理費の低減を図るほか、地域の特産品である紫草の染色工房の維持
費用など地域振興に充当し、地域活性化を図っている。

■諸元
河川名 大野川水系

玉来川
有効落差 ３０．０m
最大使用水量 ０．１０m3/s
最大出力 １５kW
水車の種類 クロスフロー水車

発電機の種類 水車発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

設置後写真

設置前写真

なるべく同じ視点の
写真をお願いします。

玉
来
川

→

→ →

→

新
設
水
路

→

既
存
水
路

←

発電機写真

設置場所
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み や が せ

★① 農業用水路に発電施設を設置した例



長橋溜池発電所（事業者：五所川原市南部土地改良区）

青森県五所川原市・東北地方整備局青森河川国道事務所管内

溜池の水位と放流地点の落差を利用

■ポイント
・国営浪岡川地区かんがい用水の溜池の水

位と放流地点の高低差を利用した従属発
電。

・既設底樋の吐出部に仕切弁を設置し、そ
の直前のバイパス管から分岐した水で発
電し、用水路に放水する。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

国営浪岡川地区かんがい用水の溜池の水位と放流地点の高低差を利用した発電。発
生電力は売電し、農業水利施設の維持管理費の低減を図っている。

■諸元
河川名 岩木川水系松野木川
有効落差 5.0m
最大使用水量 0.41m3/s
最大出力 12kW
水車の種類 クロスフロー水車
発電機の種類 永久磁石型発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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松
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松島頭首工

金山溜池

長橋溜池

ポ
ン
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ながはしためいけ
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→

登録
① 農業用水路に発電施設を設置した例



最上川中流小水力南舘発電所（事業者：(株)山形発電）

山形県山形市・東北地方整備局山形河川国道事務所管内

■ポイント
・最上川中流地区かんがい用水（国営事

業）の農業用水を利用した従属発電。
既設発電施設の能力に余裕があったこ
とから融雪期に増加する河川の水を利
用した発電水利権を新たに取得。

・減水区間(12.6km)に関係河川使用者
は存在しない。

・増量により発電で使用した水は全量が
支川を通じて馬見ヶ崎川に還元される。

融雪期に増加する河川の水を利用し、新規の発電水利権を取得

■諸元
河川名 最上川水系馬見ヶ崎川
有効落差 86.02m
最大使用水量 2.00m3/s
最大出力 1,374kW
水車の種類 横軸単輪２射ベルトン水車
発電機の種類 横軸三相同期発電機

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

増量後

増量前
取
水
量

(月)１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

融雪期の取水量を増やし、発電量を増加(594kW→1,374kW)

(m3/s)

小水力発電用取水量グラフ

▲ 発電所写真 ▲ 概要図

馬
見
ヶ
崎
川

馬見ヶ崎
合口頭首工

最上川中流地区かんがい用水の農業用水路の落差を利用した発電。発生電力は、最
上川中流土地改良区管理棟の電力に使用して維持管理費の低減を図り、余剰電力は
売電して維持管理費に充当 。再生可能エネルギーの有効活用のため、融雪期の発
電量を増加。

増量
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みなみだて

↓

→

↓

もがみがわ

許可① 農業用水路に発電施設を設置した例



山田新田用水発電所（事業者：小矢部川上流用水土地改良区）

富山県南砺市・富山県砺波土木センター管内

農業用水が使用しない施設容量を活用し、新規の発電水利権を取得

■ポイント
・既存の山田新田用水農業用水路で農業

用水が使用しない施設容量を活用し、
他の水利使用者や河川環境に支障を与
えない範囲で発電用の水利権を新たに
取得して小水力発電を実施。

・減水区間(3.5km)に関係河川使用者は
存在しない。

・発電に使用した水は、全量が河川に還
元される。

■諸元
河川名 小矢部川水系小矢部川
有効落差 25.2m
最大使用水量 2.64m3/s
最大出力 520kW
水車の種類 横軸単輪単流

フランシス水車
発電機の種類 三相同期発電機

有効落差を利用するため、農業用水路から分離し、発電施設を設置。発生電力は、
農業水利施設の電力として使用し、維持管理費の低減を図っている 。農業用水が
使用しない施設容量を活用して小水力発電を実施。

② 農業用水路から分岐した水路に発電施設を設置した例

24
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許可



（２）農業用水路を利用したもの以外の事例

次に、農業用水路を利用したもの以外の小水力発電の事例を紹介します。

砂防
ダム

③砂防施設に発電施設を
設置した例
(P26～27)

④ダム直下に発電
施設を設置した例
(P28～30)

⑤河川区域外に発電施
設を設置した例
(P31)

⑦上水道等の水路に発
電施設を設置した例
(P34～39)

堰
(頭首工)

ダム

⑥堰等に発電施設を設置
した例 (P32～33)

25

浄水場、工場
など



③ 砂防施設に発電施設を設置した例

小又川発電所（事業者：下北山村）

奈良県吉野郡下北山村・奈良県吉野土木事務所管内

■ポイント
・河川区域内で土地を占用し、工事を施工する

ため、河川法第23条にあわせて第24条、第26
条第1項の許可を行ったケース。

・砂防堰堤を利用して小水力発電を行う場合の詳
細については「既設砂防堰堤を活用した小水力
発電ガイドライン(案)」を参照。

砂防堰堤の落差を利用

■諸元
河川名 新宮川水系

小又川
有効落差 82.3m
最大使用水量 0.18m3/s
最大出力 98.0kW
水車の種類 横軸単輪一射

ペルトン型
発電機の種類 三相交流同期

発電機

小
又
川

小又川砂防
堰堤副堤 ▲ 発電所写真

▲ 小又川砂防ダム副堤
及び発電用取水施設

▼ 概要図

砂防ダム（奈良県設置）の落差を利用した発電。発生電力は、下北山スポーツ公園
内にある施設の電力として使用し、維持管理費の低減を図っている。余剰電力は売
電し、維持管理費に充当。

26

こ ま た が わ

↓

許可

水
槽

発電機

▲

発電用水の経路

水槽へ



③ 砂防施設に発電施設を設置した例

鯛生小水力発電所（事業者：日田市）

大分県日田市・大分県日田土木事務所管内

■ポイント
・河川区域内で土地を占用し、工事を施工する

ため、河川法第23条にあわせて第24条、第26
条第1項の許可を行ったケース。

・砂防堰堤を利用して小水力発電を行う場合の詳
細については「既設砂防堰堤を活用した小水力
発電ガイドライン(案)」を参照。

砂防堰堤の落差を利用

■諸元
河川名 筑後川水系津江川
有効落差 18.0m
最大使用水量 0.50m3/s
最大出力 66.0kW
水車の種類 横軸フランシス

水車
発電機の種類 三相交流同期

発電機

津
江
川

鯛生砂防
ダム

▼ 発電所写真

鯛生砂防ダム及び
発電用導水路

▲

▼ 概要図

砂防ダム（大分県設置）の取水口から最大0.5m3/sを取水し、約550m先の貯水槽
まで導水、約18mの落差を利用して発電。発生電力は、発電所から約1km離れた
鯛生金山観光施設（道の駅）の電力として使用し、維持管理費の低減を図ってい
る。余剰電力は売電し、維持管理費に充当。
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■諸元
河川名 江の川水系

神野瀬川
有効落差 49.1m
最大使用水量 0.53m3/s
最大出力 140kW
水車の種類 ポンプ逆転

水車
発電機の種類 横軸同期

発電機

■ポイント
・河川区域内で土地を占用し、工事を施工する

ため、河川法第23条にあわせて第24条、第
26条第1項の許可を行ったケース。

・ダム直下で発電・放流を行うため、減水区間
が生じない。この場合、発電水利使用許可申
請書の添付図書のうち、河川維持流量の設定
及び関係河川使用者の取水量の状況に関する
資料を省略できる。

▲ 発電所設置前の状況

▲発電所設置後の現況

▼ 概要図

▼ 発電機
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④ダム直下に発電施設を設置した例

高野発電所（事業者：中国電力(株)）

広島県庄原市高野町・中国地方整備局三次河川国道事務所管内

ダムの放流施設の落差を利用

中国電力(株)が建設した既設の神野瀬発電所高暮ダム（利水ダム）の直下において、
ダムから常時放流される水を利用した発電。発生電力量は、一般家庭約300世帯の
年間使用電力量に相当する約100万kWhを見込む。

た か の

ポンプ逆転水車の仕組み

▲

登録



→新設導水路

④ダム直下に発電施設を設置した例

既存の放流・取水施設から発電用水を取水

笹ヶ峰ダム小水力発電所（事業者：農林水産大臣）

新潟県妙高市・北陸地方整備局高田河川国道事務所管内

■諸元
河川名 関川水系関川
有効落差 ３３.５m
最大使用水量 ３.８m3/s
最大出力 ９９７kW
水車の種類 横軸フランシス水車
発電機の種類 横軸突極型自由通風

型三相同期発電機

農林水産省が建設した笹ヶ峰ダムから放流されるかんがい用水、発電用水及び河川
維持流量に従属した発電。発生電力は売電し、地区内の維持管理費の低減を図って
いる。

■ポイント
・利水ダムから放流される水を利用

した従属発電。
・既設の放流・取水施設から、新設

した導水路を使って発電施設に送
り、発電後は分水槽へ。

・かんがい用水と発電用水に従属す
るため、二者の従属元水利使用者
から同意を取得。

・河川区域ではないため、河川法第
２４条及び第２６条第１項の手続
きは不要。

・従属発電のため、申請時に添付す
る書類が簡素化。

▲全体状況

西野発電所導水路

取水口

かんがい放流及び
河川維持流量放流
設備

笹ヶ峰ダム小水力発電所

▼概要図
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登録

ささがみね

分水槽

西野
発電所

①かんがい用水
②発電用水
③河川維持放流

②

①＋②＋③

①＋③

←

←

←

←

←

★



奥裾花第２発電所（事業者：長野県企業局）

長野県長野市・北陸地方整備局千曲川河川事務所管内

既存の発電取水設備の未利用容量を利用

■ポイント
・既存の取水設備の未利用容量を活

用
・河川区域内で土地を占用し、工事

を施行するため、河川法第23条の
手続きにあわせて第24条、第26条
第1項を行う。

・ダムの発電容量の範囲内で運用。
・既設発電所水利使用の変更許可

（増量）で対応。

長野県企業局が既設奥裾花発電所の直下流に奥裾花第２発電所を増設。取水設備の
未利用能力を利用し、分岐した水圧鉄管を介して取水し、第2発電所を優先的に運
転。

④ダム直下に発電施設を設置した例

▼ 概要図

奥裾花第２発電所
（新設）

既設管路未利用能力を活用

奥裾花ダム

裾
花
川

▲ 発電所写真

奥裾花発電所
（既設）

許可
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お く す そ ば な

■諸元
河川名 信濃川水系裾花川
有効落差 ４８.１７m
最大使用水量 ２.５３m3/s
最大出力 ９８０kW
水車の種類 フランシス水車
発電機の種類 交流同期発電機

▼ 平面図

奥裾花ダム 減勢池

奥裾花
発電所

奥裾花第２発電
所

放水路

既設水圧鉄管

水圧鉄管分
岐

←

←

★



■諸元
河川名 川内川水系川内川
有効落差 11.6m
最大使用水量 5.5m3/s
最大出力 490kW
水車の種類 立軸コンパクト

プロペラ水車
発電機の種類 水中タービン発電機

■ポイント
・直接河川から取水し、発電を行うもの。
・曽木の滝上流から取水し、滝下流までの

落差を利用して発電。発電後は滝下流に
放水。

・発電のために新たに河川から取水するも
のであり、曽木の滝の景観に配慮した上
で事業計画が策定され、水利権許可申請
を行った。

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

新曽木発電所（事業者：新曽木水力発電(株)）

鹿児島県伊佐市・九州地方整備局鶴田ダム管理所管内

廃止された発電所の施設を再利用

曽木の滝

川
内
川

発電機写真
（下流地下）

▲

曽木の滝上流から滝下流までの落差を利用した発電。旧曽木発電所の水路を再利用
して建設したもの。発生電力は曽木の滝公園の照明に使用し、観光振興及び再生可
能エネルギーの教育啓発活動を支援。
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⑤ 河川区域外に発電施設を設置した例

し ん そ ぎ

↓

↓
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⑥ 堰等に発電施設を設置した例

■諸元
河川名 淀川水系桂川
有効落差 1.74m
最大使用水量 0.55m3/s
最大出力 5.5kW
水車の種類 サイフォン式

プロペラ水車
発電機の種類 三相誘導発電機

■ポイント
・河川区域内で土地を占用し、工事を施工す

るため、河川法第23条にあわせて第24条、
第26条第1項の許可を行ったケース。

・河川区域内に小水力発電施設を設置する場
合、治水上等の支障の有無について確認す
る必要がある。詳しくは「小水力発電を河
川区域内に設置する場合のガイドブック
(案)」を参照。

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 水利使用模式図

嵐山小水力発電所（事業者：合資会社嵐山保勝会水力発電所）

京都府京都市・近畿地方整備局淀川河川事務所管内

河川に直接発電施設を設置

一ノ井堰

桂

川

農
業
用
水
路

一の井堰の落差を利用した発電。発生電力は、近接する渡月橋の夜間照明に使用
し、観光客及び地元住民の利便性向上のほか、環境にやさしい「まちづくり」とし
て嵐山の活性化に寄与。
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発電機

▲

あ ら し や ま

↓

↓

許可



檮原町小水力発電所（事業者：檮原町）

高知県高岡郡檮原町・高知県須崎土木事務所管内

落差工の高低差を利用

河川の勾配を緩め、流速を抑えるための河川管理施設（落差工）を利用して発電。
発生電力は、昼は、中学校施設で使用、夜は、町中の街路灯へ供給。学校では環境
学習の教材として活用。

■諸元
河川名 渡川水系梼原川
有効落差 6.07m
最大使用水量 1.20m3/s
最大出力 53kW
水車の種類 チューブラ水車
発電機の種類 横軸かご形三相

誘導発電機

▲ 落差工及び発電施設の全体状況

発電施設の状況

▲

▼ 概要図
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梼
原
川

落差工

発電機

▲

■ポイント
・河川区域内で土地を占用し、工事を施工

するため、河川法第23条にあわせて第
24条、第26条第1項の許可を行ったケ
ース。

・魚道に必要な水量を確保するため、取水
制限流量（0.3m3/s）を設定。

・落差工の高低差を利用して発電を行うた
め、減水区間が生じない。この場合、発
電水利使用許可申請書の添付図書のうち、
河川維持流量の設定及び関係河川使用者
の取水量の状況に関する資料を省略でき
る。

ゆすはらちょう

←

↓

↓

許可⑥ 堰等に発電施設を設置した例



■諸元
河川名 石狩川水系豊平川
有効落差 45.52m
最大使用水量 1.057m3/s
最大出力 400kW
水車の種類 横軸フランシス水車
発電機の種類 三相誘導発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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豊
平
川

藻岩
取水堰

この小屋の位置に現在の小水力発電所があります

発電機

▲

■ポイント
・既に水利権の許可を得た札幌市水道の

水道用水取水量の範囲内で発電を行う
従属発電。

・発電のために新たに河川から取水する
ものではない。

藻岩浄水場水力発電所
北海道札幌市・北海道開発局札幌開発建設部管内

札幌市水道の導水管の落差を利用した発電。昭和59年に建設され、平成19年より全国初の
水道施設を活用したオンサイト型水力発電事業として運営されている。発生電力は、上水
道施設の電力として使用し、維持管理費の低減を図っている。余剰電力は売電している。

⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例

も い わ

↓

→

既存の水道用導水管の落差を利用

（事業者：札幌市水道局、
ほくでんエコエナジー(株)）

浄水場敷地

登録



平田浄水場小水力発電所（事業者：山形県）

山形県酒田市・東北地方整備局酒田河川国道事務所管内

■ポイント
・既に水利権の許可を得た庄内広域水道
（北部）の水道用水取水量の範囲内で発電

を行う従属発電。
・発電のために新たに河川から取水するも

のではない。
・従属発電のため、申請時に添付する書類

が簡素化。

■諸元
河川名 最上川水系田沢川
有効落差 39.59m
最大使用水量 0.208m3/s
最大出力 55kW
水車の種類 インライン型

プロペラ水車
発電機の種類 永久磁石型同期発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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田沢川ダム

田
沢
川

ひ ら た

↓

↓

既存の水道用導水管の落差を利用

庄内広域水道用水供給事業[北部地区]用水の上水道用水路の落差を利用した発電。
発生電力は、上水道施設の電力として使用し、維持管理費の低減を図っている。余
剰電力は売電し、維持管理費に充当。

浄
水
場
敷
地

登録⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例



■諸元
河川名 利根川水系利根川
有効落差 46.207m
最大使用水量 0.175m3/s
最大出力 55kW
水車の種類 クロスフロー水車
発電機の種類 三相交流誘導発電機

白川発電所（事業者：東京発電(株)）

群馬県高崎市・関東地方整備局高崎河川国道事務所管内

■ポイント
・既に水利権の許可を得た群馬用水に係る

高崎市水道の水道用水取水量の範囲内で
発電を行う従属発電。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

発電機写真

発電機

▲
高崎市水道の上水道用水路の落差を利用した発電。発生電力は、上水道施設の電力
として使用し、維持管理費の低減を図っている。余剰電力は売電し、維持管理費に
充当。
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綾戸ダム

利
根
川

しらかわ

↓

↓

既存の水道用導水管の落差を利用

浄水場敷地

登録
⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例



播磨浄水場水力発電所（事業者：三重県）

三重県桑名市・中部地方整備局木曽川上流河川事務所管内

■諸元
河川名 木曽川水系木曽川
有効落差 16.221m
最大使用水量 0.70m3/s
最大出力 80kW
水車の種類 インライン式

フランシス水車
発電機の種類 横軸全閉外扇

かご型３相誘導
発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図
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木曽川大堰

木
曽
川

■ポイント
・既に水利権の許可を得た木曽川用水濃尾

第二地区に係る三重県の水道用水取水量
の範囲内で発電を行う従属発電。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

は り ま

↓

↓

↓

既存の水道用導水管の落差を利用

三重県水道用水の上水道用水路の落差を利用した発電。発生電力は、上水道施設の
電力として使用し二酸化炭素排出量の削減及び維持管理費の低減を図っている。余
剰電力は売電し、維持管理費に充当。

浄
水
場
敷
地

登録
⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例



京都府営水道小水力発電所（事業者：京都府）

京都府宇治市・近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所管内

水道用水導水の残圧を有効利用

■ポイント
・既に水利権の許可を得た京都府営水道の水

道用水取水量の範囲内で発電を行う従属発
電。

・天ヶ瀬ダムからの導水は、非洪水期などの
期間においては十分な水圧を有しており、
潜在的未利用エネルギーの活用の取り組み。

・発電のために新たに河川から取水するもの
ではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類が
簡素化。

水道用水を、水源の天ヶ瀬ダムから自然流下により数キロの管を経て宇治浄水場内の着水
井に導水している。その導水時の残圧を利用した発電。発生した電力は、同浄水場内のみ
で浄水設備の動力等に使用される。事業者による環境負荷低減の取組。

■諸元
河川名 淀川水系淀川
有効落差 10.02m
最大使用水量 0.9m3/s
最大出力 63.62kW
水車の種類 横軸プロペラ水車
発電機の種類 三相誘導発電機

▲ 発電所設置後の状況

▼ 概要図

水道用水本体の導水管等の
設置工事の機会に併せて、
小水力発電装置を取り付けた。

※オレンジ色部分が小水力発電装置
（浄水場内の着水井に至る前の導水管に接続）

概略イメージ

▲
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天ヶ瀬ダム

淀

川

↓

↓

浄水場敷地

登録
⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例



宇奈月谷小水力発電所
（事業者：（一社）でんき宇奈月プロジェクト）

富山県黒部市・富山県新川土木センター入善土木事務所管内

既存の防火用水路から発電用水を取水

■ポイント
・慣行水利権の届出がなされている防火用

水の範囲内で発電を行う従属発電。
・従属元水利使用者は、発電事業者が登録

手続きを行う前に、慣行水利権の届出を
行った。

・既存防火用水路に分水施設を設け、防火
用水の一部を発電施設に送り、発電後は
水路に還元。

・発電のために新たに河川から取水するも
のではない。

・従属発電のため、申請時に添付する書類
が簡素化。

黒部市の防火用水路の落差を利用した発電。発生電力は、地域内を循環する電気自
動車バスや発電所周辺の防犯灯などに利用。

■諸元
河川名 黒部川水系宇奈月谷川
有効落差 9.24m
最大使用水量 0.040m3/s
最大出力 ２.20kW
水車の種類 ターゴ型（衝動水車）
発電機の種類 三相誘導発電機

▲ 発電所設置前の状況

発電所設置後の現況

▲

▼ 概要図

防火水槽

登録
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う な づ き だ に

⑦ 上水道等の水路に発電施設を設置した例 ★



河川の流水を利用する小水力発電の設置をご検討されている方で、手続に関して

ご不明な点などがございましたら、設置予定場所の河川を管理する国土交通省の地

方整備局や河川事務所、都道府県又は政令市若しくは発電水利相談窓口にお問い合

わせ下さい。

４．小水力発電に関するお問い合わせ先

一級河川指定区間における以下の水利使用手続は、都道府県又は政令市により行われます。
・従属元の水利使用の許可を都道府県又は政令市が行っている従属発電
・河川の流水の正常な機能を維持するために又は洪水調節容量を確保するために必要なとき

にダム等から放流される流水のみを利用した従属発電
（許可を受けた水利使用の流水が混在する場合で、当該水利使用の許可を国が行っている

場合は国）
・慣行水利権の流水を利用した従属発電
・最大出力が1,000kW未満の小水力発電

40

022-225-2171

0225-94-9851

0229-82-2341

0225-94-9851

0229-22-7811

022-248-4131

0224-84-2171

022-248-4131

0224-37-2122

022-211-3172

022-211-3172

022-214-8836（二級河川七北田川水系梅田川の上流一部区間で、仙台市域に存する区
間に限る）

二級水系のお問い合わせ先

宮城県 土木部 河川課

仙台市 建設局 河川課

仙台市 建設局 河川課

（一級河川名取川水系網木川の指定区間で、仙台市域に存する区間に限
る）

022-214-8836

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所 管理係

宮城県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

北上川水系

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 占用調整課

阿武隈川水系

鳴瀬川水系

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 占用調整課

国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発調査事務所 調査設計課

名取川水系

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 釜房ダム管理所 管理係

宮城県 土木部 河川課

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所 管理係

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

011-709-2311

011-611-0328

0138-42-7693

0134-23-5179

0166-32-1481

0143-25-1650

0154-24-7189

0155-24-4102

0152-44-6384

0164-42-2315

011-204-5551

011-204-5551

二級水系のお問い合わせ先

北海道 建設部 建設政策局 維持管理防災課 管理グループ

札幌市 建設局 下水道河川部 河川管理課

（一級河川石狩川水系安春川・山鼻川・苗穂川・北白石川・篠路拓北
川・雁来川・山本川・丘珠藤木川・藤野沢川の指定区間で、札幌市域に
存する区間に限る）

011-818-3415

北海道

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

道内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 北海道開発局 建設部 建設行政課

石狩川水系

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 公物管理企画課

後志利別川水系

国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部 公物管理課

尻別川水系

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 公物管理課

石狩川水系、天塩川水系

国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 公物管理課

鵡川水系、沙流川水系

国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 公物管理課

釧路川水系

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 公物管理課

十勝川水系

国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 公物管理課

渚滑川水系、湧別川水系、常呂川水系、網走川水系

国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 公物管理課

天塩川水系、留萌川水系

国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 公物管理課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

北海道 建設部 建設政策局 維持管理防災課 管理グループ

022-225-2171

017-734-4537

0172-54-8782

0172-85-3005

0178-28-7135

017-734-4537

017-734-9661青森県 県土整備部 河川砂防課

馬淵川水系

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 河川占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

岩木川水系

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 河川占用調整課

国土交通省 東北地方整備局 浅瀬石川ダム管理所 管理係

国土交通省 東北地方整備局 津軽ダム工事事務所 工務課

高瀬川水系

国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所 総務課

青森県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

022-225-2171

019-624-3273

019-643-7831

017-734-4537

0185-70-1001

019-629-5902岩手県 県土整備部 河川課

米代川水系

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

北上川水系

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 河川占用調整課

国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 管理第一課

馬淵川水系

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 河川占用調整課

岩手県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について
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022-225-2171

023-688-8421

0233-22-0275

0234-27-3331

0237-75-2311

0234-27-3331

0235-54-6711

025-280-8880

0254-62-3211

023-630-2612山形県 県土整備部 河川課

荒川水系

国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 工務第一課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所 管理課

赤川水系

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 月山ダム管理所 管理係

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（荒川水系に限る）

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 管理課

山形県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

最上川水系

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 河川管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（最上川水系、赤川水系に限る）

022-225-2171

024-546-4331

0247-62-3145

024-596-1275

048-601-3151

029-240-4061

025-280-8880

0242-26-6441

024-521-7484

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

福島県 土木部 河川計画課

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

阿賀野川水系

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 管理課

国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所 管理係

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（久慈川水系に限る）

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

久慈川水系

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 河川管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（阿賀野川水系に限る）

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所 管理係

福島県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について(阿武隈川水系に限る）

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

阿武隈川水系

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 河川管理課

048-601-3151

0480-52-3952

0478-52-6361

0299-63-2411

0296-25-2161

029-240-4061

029-301-4477茨城県 土木部 河川課

那珂川水系、久慈川水系

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

茨城県

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 管理課

国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 占用調整課

048-601-3151

0480-52-3952

0284-73-5551

0296-25-2161

028-661-1341

029-240-4061

028-623-2442

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

栃木県 県土整備部 河川課

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 占用調整課

那珂川水系

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 管理課

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 管理課

栃木県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課

048-601-3151

0480-52-3952

04-7125-7311

049-246-6371

0494-55-0001

048-830-5133

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 占用調整課

埼玉県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

埼玉県 県土整備部 水辺再生課

荒川水系

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 二瀬ダム管理所

048-601-3151

0480-52-3952

0284-73-5551

027-345-6000

027-251-2021

0279-82-2311

0279-88-5677

025-280-8880

0242-26-6441

0258-32-3020

027-226-3612

群馬県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（利根川水系に限る）

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 管理課

国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 河川管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（阿賀野川水系、信濃川（中流域）水系に限る）

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所 管理課

国土交通省 関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 事業計画課

国土交通省 関東地方整備局 品木ダム水質管理所

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

群馬県 県土整備部 河川課

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所 占用調整課

阿賀野川水系

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 管理課

信濃川（中流域）水系

022-225-2171

0185-70-1001

018-864-2290

0183-73-5340

0183-73-4026

0187-49-2170

018-864-2290

0184-23-5120

018-860-2511秋田県 建設部 河川砂防課

子吉川水系

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 鳥海ダム調査事務所 調査設計課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課

米代川水系

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所 河川管理課

雄物川水系

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 東北地方整備局 玉川ダム管理所 管理係

国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 工務課

秋田県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について
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048-601-3151

045-503-4000

055-252-5491

055-223-1700

055-224-1664

0551-23-3062

0553-20-2712

055-240-4122

0556-62-9062

0554-22-7819

0555-24-9045

山梨県 県土整備部 富士・東部建設事務所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 富士・東部建設事務所 吉田支所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 中北建設事務所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 中北建設事務所 峡北支所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 峡東建設事務所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 峡南建設事務所 河川砂防管理課 管理担当

山梨県 県土整備部 峡南建設事務所 身延河川砂防管理課 管理担当

山梨県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

多摩川水系、相模川水系

国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 占用調整課

山梨県 県土整備部 治水課 管理担当

富士川水系

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

025-280-8880

0765-52-1122

076-443-4701

076-444-3325富山県 土木部 河川課 計画係

常願寺川水系、神通川水系、庄川水系、小矢部川水系

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

富山県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

黒部川水系

国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 河川管理課

025-280-8880

076-264-8800

076-443-4701

076-225-1736石川県 土木部 河川課 水政グループ

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

手取川水系、梯川水系

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 河川管理課

小矢部川水系

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

石川県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

06-6942-1141

0595-63-1611

0739-22-4564

（木曾川水系、鈴鹿川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系に限る）

052-953-8146

0594-24-5718

059-229-2218

059-229-2218

0598-45-0371

059-224-2686三重県 県土整備部 流域管理課 流域管理班

鈴鹿川水系、雲出川水系、宮川水系

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川占用調整課

国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所

櫛田川水系

三重県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（淀川水系、新宮川水系に限る）

新宮川水系

国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 調査第一課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

木曾川水系

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 占用調整課

048-601-3151

0480-52-3952

0478-52-6361

0299-63-2411

04-7125-7311

043-223-3132

043-223-3132

043-245-5392
（二級河川都川水系坂月川で、千葉市域に存する区間に限る）

二級水系のお問い合わせ先

千葉県 県土整備部 河川環境課

千葉市 建設局 下水道建設部 都市河川課

千葉県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

千葉県 県土整備部 河川環境課

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 管理課

国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

048-601-3151

045-503-4000

045-503-4000

046-281-6911

045-210-6475

045-210-6475

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 流域海岸企画課

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

多摩川水系、鶴見川水系

国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 占用調整課

相模川水系

国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 相模川水系広域ダム管理事務所 施設管理課

神奈川県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

045-671-2855

二級水系のお問い合わせ先

横浜市 道路局 河川部 河川管理課

045-671-2855（二級河川境川水系平戸永谷川・宇田川で、横浜市域に存する区間に限
る）

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 流域海岸企画課

横浜市 道路局 河川部 河川管理課

（一級河川鶴見川水系梅田川・砂田川・鳥山川の指定区間で、横浜市域
に存する区間に限る）

025-280-8880

0254-62-3211

0250-22-2211

025-266-7131

0258-32-3020

025-523-3136

025-280-5413新潟県 土木部 河川管理課 水政係

関川水系、姫川水系

国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

阿賀野川水系

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 占用調整課

信濃川（下流域）水系

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所 占用調整課

信濃川（中流域）水系

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所 占用調整課

新潟県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

荒川水系

国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 工務第一課

048-601-3151

04-7125-7311

049-246-6371

03-3902-2311

045-503-4000

03-5320-5409

東京都

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

都内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

利根川水系

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 占用調整課

東京都 建設局 河川部 指導調整課

荒川水系

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 占用調整課

多摩川、鶴見川水系

国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先
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025-280-8880

076-443-4701

（矢作川水系、庄内川水系、木曾川水系に限る）

052-953-8146

0532-48-8112

0565-68-2321

052-914-6935

058-251-1326

0574-43-1108

06-6942-1141

0776-35-2661

0776-27-0642

0779-66-5300

058-272-1111

岐阜県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（神通川水系、庄川水系に限る）

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

神通川水系、庄川水系

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 占用調整課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

矢作川水系

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 占用調整課

国土交通省 中部地方整備局 矢作ダム管理所

庄内川水系

国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 占用調整課

木曾川水系

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 中部地方整備局 丸山ダム管理所

岐阜県 県土整備部 河川課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（九頭竜川水系に限る）

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

九頭竜川水系

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 河川占用調整課

国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 工務課

国土交通省 近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

052-953-8146

053-466-0118

0532-48-8112

0532-48-8112

0565-68-2321

052-914-6935

058-251-1326

0594-24-5718

052-954-6552

052-954-6552

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

愛知県 建設部 河川課 管理グループ

国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 占用調整課

木曾川水系

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 占用調整課

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 占用調整課

矢作川水系

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 占用調整課

国土交通省 中部地方整備局 矢作ダム管理所

愛知県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

名古屋市 緑政土木局 河川部 河川管理課

（一級河川庄内川水系堀川、新堀川、守山川、隈除川、長戸川、野添川
の指定区間で、名古屋市域に存する区間に限る）

052-972-2882

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

天竜川水系

国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 河川管理課

豊川水系

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 占用調整課

庄内川水系

（二級河川山崎川水系山崎川、日光川水系戸田川、天白川水系大高川・
瀬木川・藤川・扇川・手越川・植田川で、名古屋市域に存する区間に限
る）

052-972-2882

二級水系のお問い合わせ先

愛知県 建設部 河川課 管理グループ

名古屋市 緑政土木局 河川部 河川管理課

048-601-3151

055-252-5491

（狩野川水系、安倍川水系、大井川水系、菊川水系、天竜川水系に限る）

052-953-8146

055-934-2011

054-273-9106

054-273-9106

0547-59-1021

053-466-0118

054-221-3195

054-221-3195

（二級河川都田川水系権現谷川・段子川・九領川で、浜松市域に存する
区間に限る）

053-457-1010

浜松市 土木部 東・浜北土木整備事務所 浜北土木管理Ｇ

浜松市 土木部 南土木整備事務所 占用・指導G

（二級河川馬込川水系御陣屋川で、浜松市域に存する区間に限る）
053-585-1152

054-221-1442

054-221-1442（二級河川浜川水系浜川、巴川水系大正寺沢川で、静岡市域に存する区
間に限る）

浜松市 土木部 東・浜北土木整備事務所 東土木管理G
053-424-0165

（二級河川馬込川水系北裏川で、浜松市域に存する区間に限る）

二級水系のお問い合わせ先

静岡県 交通基盤部 河川砂防局 河川砂防管理課（水利権）

静岡市 建設局 土木部 土木管理課

（一級河川安倍川水系大門川・小豆川・秋山川の指定区間で、静岡市域
に存する区間に限る）

国土交通省 中部地方整備局 長島ダム管理所

静岡市 建設局 土木部 土木管理課

静岡県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

富士川水系

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 河川管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（富士川水系に限る）

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

狩野川水系

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 河川管理課

安倍川水系

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 占用調整課

大井川水系

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 占用調整課

静岡県 交通基盤部 河川砂防局 河川砂防管理課（水利権）

菊川水系、天竜川水系

国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

（信濃川（上流域）水系、関川水系、姫川水系に限る）

025-280-8880

026-227-7611

025-523-3136

052-953-8146

0265-81-6414

0265-88-3743

0532-48-8112

058-251-1326

048-601-3151

055-252-5491

026-235-7308

長野県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 水政課

信濃川（上流域）水系

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 占用調整課

関川水系、姫川水系

国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 河川管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（天竜川水系、矢作川水系、木曾川水系に限る）

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 占用調整課

木曾川水系

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

天竜川水系

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 管理課

国土交通省 中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所 管理課

長野県 建設部 河川課

富士川水系

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 占用調整課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（富士川水系に限る）

国土交通省 関東地方整備局 河川部 水政課

矢作川水系
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06-6942-1141

0776-35-2661

0776-27-0642

0779-66-5300

0776-35-2661

0776-20-0480

国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 工務課

福井県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

九頭竜川水系

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 河川占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

福井県 土木部 河川課 河川管理グループ

国土交通省 近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課

北川水系

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 河川占用調整課

06-6942-1141

072-843-2861

072-856-3131

0595-63-1611

0773-22-5104

075-414-5290

京都府

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

府内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

京都府 建設交通部 河川課 管理担当

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課

国土交通省 近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所 管理課

国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課

由良川水系

国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 河川管理課

06-6942-1141

0595-63-1611

072-843-2861

072-971-1381

073-424-2471

0747-25-3013

0742-27-7503

奈良県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

紀の川水系

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課

大和川水系

国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 占用調整課

奈良県 県土マネジメント部 河川課

国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 河川占用調整課

国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 管理課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

06-6942-1141

073-424-2471

0739-22-4564

073-441-3132

和歌山県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

紀の川水系

国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 河川占用調整課

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課

新宮川水系

国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 調査第一課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

082-221-9231

0857-22-8435

0858-26-6221

0859-27-5484

0853-21-1850

0857-26-7377

鳥取県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中国地方整備局 河川部 水政課

千代川水系

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 占用調整課

天神川水系

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 河川管理課

日野川水系

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

鳥取県 県土整備部 河川課 管理担当

国土交通省 中国地方整備局 日野川河川事務所 調査設計課

斐伊川水系

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 占用調整課

06-6942-1141

072-843-2861

072-751-1111

072-971-1381

06-6944-9304

06-6944-9304

大阪府 都市整備部 河川室 河川環境課

大和川水系

国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 猪名川河川事務所 占用調整課

大阪府

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

府内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課

大阪市 建設局 下水道河川部 河川課

堺市 建設局 土木部 河川水路課

（一級河川淀川水系住吉川・道頓堀川・東横堀川・今川・駒川・鳴戸川
の指定区間で、大阪市域に存する区間に限る）

06-6615-6833

072-228-7418（一級河川大和川水系狭間川の指定区間で、堺市域に存する区間に限
る）

堺市 建設局 土木部 河川水路課

072-228-7418（二級河川内川水系内川・内川放水路・土居川で、堺市域に存する区間
に限る）

二級水系のお問い合わせ先

大阪府 都市整備部 河川室 河川環境課

06-6942-1141

077-546-0844

077-545-5675

072-856-3131

052-953-8146

058-251-1326

077-528-4156

滋賀県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 占用調整課

国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 総務課

国土交通省 近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所 管理課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（淀川水系、北川水系に限る）

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

滋賀県 土木交通部 流域政策局 河川・港湾室 河川行政係

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 占用調整課

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について（木曾川水系に限る）

国土交通省 中部地方整備局 河川部 水政課

木曾川水系

06-6942-1141

072-751-1111

079-282-8211

0796-22-3126

078-362-3528

兵庫県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 水政課

淀川水系

国土交通省 近畿地方整備局 猪名川河川事務所 占用調整課

加古川水系、揖保川水系

国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 河川管理第一課

円山川水系

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

兵庫県 県土整備部 土木局 河川整備課 事務班（管理担当）

国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 河川管理課
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082-221-9231

0853-21-1850

0855-22-2480

0852-22-5499

島根県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中国地方整備局 河川部 水政課

斐伊川水系

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 占用調整課

島根県 土木部 河川課 管理グループ

江の川水系、高津川水系

国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

082-221-9231

0835-22-1785

082-221-2436

083-933-3770

山口県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中国地方整備局 河川部 水政課

佐波川水系

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 河川管理課

山口県 土木建築部 河川課 水政班

小瀬川水系

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

087-851-8061

0883-72-3000

089-972-0034

0893-24-5185

088-833-0111

0880-34-7301

089-912-2671愛媛県 土木部 河川港湾局 河川課

渡川水系

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

重信川水系

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所 河川管理課

肱川水系

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 河川管理課

仁淀川水系

国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所 河川管理課

愛媛県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 四国地方整備局 河川部 水政課

吉野川水系

国土交通省 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 管理課

087-851-8061

088-654-2211

0883-72-3000

088-833-0111

0880-34-7301

088-823-9839高知県 土木部 河川課

仁淀川水系、物部川水系

国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所 河川管理課

渡川水系

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 管理課

高知県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 四国地方整備局 河川部 水政課

吉野川水系

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 河川占用調整課

082-221-9231

086-223-5101

084-923-2620

086-226-7478

岡山市東区役所 維持管理課 施設管理係

岡山市中区役所 維持管理課 施設管理係

086-226-7478

芦田川水系

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

二級水系のお問い合わせ先

岡山県 土木部 河川課 水政班

岡山県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中国地方整備局 河川部 水政課

吉井川水系、旭川水系、高梁川水系

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 占用調整課

岡山県 土木部 河川課 水政班

（一級河川吉井川水系永江川の指定区間で、岡山市域に存する区間に限
る）

（一級河川旭川水系倉安川・大堀川の指定区間で、岡山市域に存する区
間に限る）

086-944-5048

086-901-1633

082-221-9231

082-221-2436

0824-63-4121

084-923-2620

086-223-5101

082-513-3923

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

広島県 土木建築局 道路河川管理課 河川砂防管理グループ

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 占用調整課

江の川水系

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 占用調整課

芦田川水系

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 占用調整課

高梁川水系

広島県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 中国地方整備局 河川部 水政課

太田川水系、小瀬川水系

087-851-8061

088-654-2211

0884-22-6461

088-621-2626徳島県 県土整備部 河川整備課

那賀川水系

国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

徳島県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 四国地方整備局 河川部 水政課

吉野川水系

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 河川占用調整課

087-851-8061

088-654-2211

087-821-1561

087-832-3536香川県 土木部 河川砂防課

土器川水系

国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所 工務第一課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

香川県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 四国地方整備局 河川部 水政課

吉野川水系

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 河川占用調整課



092-471-6331

0942-33-9131

0949-22-1830

0979-24-0571

092-643-3667

福岡県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

筑後川水系、矢部川水系

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 占用調整課

遠賀川水系

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 占用調整課

山国川水系

国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所 管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

福岡県 県土整備部 河川課

092-471-6331

095-839-9211

095-822-0397

長崎県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

長崎県 土木部 河川課

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

本明川水系

国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 河川管理課

092-471-6331

0942-33-9131

0942-39-6651

0979-24-0571

097-544-4167

097-538-3391

097-544-4167

0972-22-1880

097-506-4593

国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 河川管理課

山国川水系

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 占用調整課

大分県 土木建築部 河川課

国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 管理課

大野川水系

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 河川管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 九州地方整備局 大分川ダム工事事務所 調査設計課

番匠川水系

国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所 管理課

大分川水系

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

筑後川水系

大分県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

092-471-6331

0982-31-1155

0996-22-3271

0985-24-8221

0985-26-7184宮崎県 県土整備部 河川課

小丸川水系、大淀川水系

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 占用調整課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 管理課

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

五ヶ瀬川水系

宮崎県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 河川管理課

川内川水系

092-471-6331

0996-22-3271

0994-65-2541

099-286-3590

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先

鹿児島県 土木部 河川課

肝属川水系

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 河川管理課

鹿児島県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

川内川水系

国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 管理課

【問い合わせ先】
国土交通省 水管理・国土保全局
水 政 課 水利調整室
河川環境課 流水管理室
〒１００－８９１８
東京都千代田区霞が関２丁目１－３
電話：０３－５２５３－８１１１（代表）

★発電水利に関するご相談はこちら
国土交通省 水管理・国土保全局
発電水利相談窓口
電話によるご相談

０３－５２５３－８４４１（窓口直通）
電子メールによるご相談

syosuiryoku@mlit.go.jp
発電水利相談窓口のご案内URL

http://www.mlit.go.jp/river/riyou/
syosuiryoku/syousuiryoku_madoguchi.html
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098-866-1908

098-866-2404

沖縄県

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 建設行政課

沖縄県 土木建築部 河川課

092-471-6331

0942-33-9131

0942-39-6651

0968-44-2171

096-382-1111

096-385-0707

096-382-1111

0964-48-0216

0965-32-4135

0966-23-3174

096-333-2508

096-333-2508

熊本市 都市建設局 河川課

（一級河川緑川水系加勢川・鶯川・健軍川・藻器堀川・保田窪放水路の
指定区間で、熊本市域に存する区間に限る）

096-328-2571

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 占用調整課

096-328-2571（二級河川坪井川水系万石川・兎谷川・麹川で、熊本市域に存する区間
に限る）

二級水系のお問い合わせ先

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課

熊本市 都市建設局 河川課

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課

一級水系(一級河川指定区間)のお問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 占用調整課

国土交通省 九州地方整備局 立野ダム工事事務所 調査設計課

緑川水系

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

筑後川水系

国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 管理課

菊池川水系

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所 管理課

白川水系

熊本県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

球磨川水系

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 河川管理課

国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 総務課

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 占用調整課

国土交通省 九州地方整備局 緑川ダム管理所

092-471-6331

0942-33-9131

0954-23-5151

0952-25-7161

佐賀県

一級水系(一級河川大臣管理区間)のお問い合わせ先

県内の一級水系(一級河川大臣管理区間)について

国土交通省 九州地方整備局 河川部 水政課

筑後川水系

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所　占用調整課

佐賀県 県土づくり本部 河川砂防課

松浦川水系、六角川水系、嘉瀬川水系

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理課

一級水系(一級河川指定区間)、二級水系のお問い合わせ先


